
児童福祉調査史における「高度経済成長期」〜その蓄積と表象〜（１）

　　加登田　惠子
Keiko  Katoda

附属地域共生センター
(Center for Cooperative Community Development)

"Period of high economic growth" in the child welfare investigation history
- the accumulation and representation -

はじめに
  戦後我が国で実施された調査結果が示す児童の生活
実態とその変化との分析を通じて、わが国における児
童調査の展開を纏め、それらが表出した今日につなが
る児童・年少者の生活実態と課題について探ることが
筆者の問題関心の所在である１）。本論では、戦後実施
された児童福祉調査を系統的に収集し、検証可能な調
査資料群として整理することを通じて「高度経済成長
期」の相対的特徴を掴み、その上で当該時期における

「児童・年少労働」２）をキーワードに関連調査の整理
することを通じて、主として義務教育終了後の「高齢
児童」あるいは「若者」３）を対象として、それらが
明らかにしようとした調査の視点や方法についてまと
める。さらに、次稿においてそれらの調査データをも
とに、高度経済成長期における児童の生活（労働・教
育・生活）を素描したい。

１　児童福祉調査と「子どもの貧困」への視点　
　親から子への「貧困の連鎖」を食い止めることを目
的として、2013（平成 25）年「子どもの貧困対策の
推進に関する法律」が制定された。恐らく「貧困」が

　The purpose of this paper is that it will be discussed in a comprehensive manner in the three keywords of 
the state of children as "education" and "labor", "life" in Japan.
　So I collected systematically the "child welfare survey" as many capable of Japan, made a "child welfare 
survey database" of post-war Japan.Then organize them of survey results, summarizes the trend of subject that 
took up the "child welfare survey" every 10 years.
　And specify the time that will be specifically analyzed by following the high economic growth period (1950-1975). 
Sub-category of also be focused as analyzed "child welfare survey" was limited and "children and young labor," 
"absenteeism children".
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直接的に国の政策課題として取り上げられたのは、我
が国では半世紀ぶりのことであろう。2014（平成 26）
年 8 月 29 日には、同法にもとづく実行指針ともいう
べき「子どもの貧困に関する大綱」が決定された。し
かし本大綱において「これまで、我が国においては子
供の貧困に関する調査研究が必ずしも十分に行われて
きたとはいえない状況にある」と指摘せざるを得ない
状況があった。まず、そのことの意味を考える必要が
あるのではないだろうか。
　①貧困調査の解体
　戦後、日本における児童福祉調査は、その膨大な調
査数のみならず、実施主体、調査対象、調査手法等に
ついて多様な展開をしている。また比較的狭い意味で
の「児童福祉」に関する調査者の関心を見ても、児童
福祉施設の入所施設児童に関する調査のみならず、長
期欠席・不登校、非行、しつけ、児童・年少労働、保
育、家庭児童、遊び場、幼保統合、児童虐待等々広範
である。しかしながら、社会制度の複雑化、専門分化
と縦割り行政の進行により、各種の調査データが氾濫
するなかで、逆にそれらの調査資料の系統的収集と総
合的な解析は放棄された感がある。
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　その背景には、むしろ我が国特有の学校教育制度の
整備や雇用慣行の定着化に伴って、児童問題を捉える
視角が、所与の条件であると思われている学校教育制
度との軋轢や齟齬から生ずる若干の問題と、これもま
た所与の条件として存在する家庭の家族間葛藤に関す
る視角に収斂してしまい、それぞれの局面のトータル
な生活をイメージすることや全体社会との繋がりを表
象することが困難となった。つまり、児童の生活全体
像が捉えにくくなったためと言えないないだろうか。
それは、「高度経済成長期以降なし崩し的に解体され
る」４）と表される「貧困研究」の推移と呼応している。
　②「転落する若者」の出現の示すもの
　高齢児童・青少年問題は、基本的には「若者の成人
期への移行と自立の問題」として捉えられている。し
かし、今日、宮本（2002）が指摘するように、それは
単なる同一のライフステージにある集団に生ずる超歴
史的な問題ではなく、「社会変動によってもたらされ
た結果であり、教育、雇用、家族、価値観の根本から
の見直しが必要な社会構造的問題」である。
　欧米諸国では、1980 年代以降のポスト工業化社会
への移行により、製造業の衰退と産業の空洞化がもた
らされ、若者労働市場の悪化と賃金低下が生じた結果、
若年層に失業と貧困が広がった。我が国においては、
欧米から 10 年ほど遅れて、バブルが崩壊したいわゆ
る「失われた 10 年」である 1990 年代以降に若者世代
の失業問題が一挙に表面化し、フリーター５）、ニート、
引きこもり等々の話題から若者の就労問題がクローズ
アップされるようになった。（小杉（2003）、玄田（2005）、
本田（2006）、等）
　イザナミ景気の間（2002-2007）は、景気循環に伴
う一過性の課題に過ぎないと一部では軽視されていた
ものの、2008 年リーマンショック以降は、長引く経
済不況と日本型雇用慣行の揺らぎ、ならびに非正規雇
用体制への労働市場の転換を背景として、若者の失業
問題は、我が国の将来を揺らがせる社会構造的な問題
であると徐々に認識されつつある。これらは、長年、
日本社会が等閑視してきた「貧困問題」を新たに若者
という座標で可視化するものであった。
　③「家族への依存長期化」と「家族に依存できない
児童・若者の増加」の矛盾
　我が国の教育水準は、戦後目覚ましく上昇し、かつ
大衆的規模で拡大した。教育期間の全体的な長期化を
もたらしていることは、児童・若者が家族に経済的に
依存する期間が長期化していることを示している。６） 
　さらに晩婚化の傾向が加わり、経済不況期の若者の

不安定就労化と相まって、離家時期はますます遅延化
する。
　家族への依存期間が長引いたことは、若者や親子の
心性にも影響を及ぼすことになる。若者（児童・年少
労働者）の就労状況の変化により発生したフリーター、
ニート、引きこもりといった若者に対する日本社会の
視線は、経済社会状況からの視点とよりもむしろ、「パ
ラサイトシングル」という表現に典型的なように「豊
かな時代に成長していつまでも親に寄生する自立しな
い若者」や「大人になりたがらない若者」として、若
者バッシングの対象として注がれる傾向が強い。確か
に、若者当事者の心理的傾向としても「新しいモラト
リアム」として若者心理の中核に位置づけられる面が
あるのであろう。７）　しかしそれは、古市（2011）が「絶
望の国の幸福な若者たち」と表現したように、時代の
あだ花としてしか残らない可能性が高い。
　湯浅・富樫・上間・仁平（2009）や青砥（2009）等
は、就学援助率の増加、子どもの無保険問題、底辺高
校中退、ドメスティック・バイオレンス被害など、児童・
若者がまさに生活と生存の危機にさらされている厳し
い現実をレポートしている。離婚の増加や一人世帯の
増加、など基盤となる家族のあり方が多様化し、児童・
若者の拠り所とする家庭基盤そのものが脆弱化し「家
族の本質的個人化」が進行する中で、家族に依存する
ことの出来ない児童・若者が増えているのである。こ
のことは、基本的に性別役割分業に基づく近代家族の
中に隠されてきた「貧困問題」が、もはや「家族」と
いう防波堤に封じ込められない状況に至ったことを示
している。
　④　学校教育制度の空洞化
　文部科学省では 2000 年代に入ると「キャリア教育」
の推進を積極的に掲げるようになった。学校教育政策
の観点から、若者の学校から職業への円滑な移行につ
いての問題提起がなされるようになり、2009（平成
21）年になって新卒者の就職難問題が浮上したことに
より、再度注目を浴びることとなる８）。石岡（2011）
が指摘するように、この問題は、「学校から職業への
移行において問題が発生するということは、学校教育
の側にとってみれば、学校のもつ人材の軸性・配分の
面における機能不全を、象徴的に示すもの」であり、「ス
ムーズな移行が完遂されないということは、学校の社
会的意味・機能を大きく揺るがす事態として立ち現れ
る」９）ことになった。
　それにも関わらず、2009（平成 21）年に大学進学
率が 50％を超えたことからも分かるように、高度な
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産業社会の到来は、労働市場で最低限の仕事に就くた
めの教育水準を押し上げ続ける。それも、我が国にお
いては、1980 年代までは「生徒・教員・企業のいず
れにとっても好都合なものとして機能」していた中等
教育機関による「振り分け」が 1990 年代以降の労働
市場の変化によって危機に瀕したあと、その課題は高
等教育機関へ全面的に受け継がれ、大学教育もまた、
既存理念と現実との狭間で引き裂かれつつ、改めて自
らの生きる道と定位置を探らざるを得ない局面に立ち
入っている。
　⑤　労働・家族・教育の関連と「子どもの貧困」
　「若者の成人期への移行と社会的自立」というテー
マは、21 世紀の初頭になって、戦後我が国が築き上
げた「日本的雇用慣行」と「日本的家族」「日本的学
校教育制度」によって作られてきた鳥かごのほころび
を露呈させ、さらに鳥かごから児童・青少年を引っ張
り出すことになった。そこで、今一度、社会一般が長
年にわたって黙殺し続けていた、保護の対象から保護
の責任者へと移行する段階（成年期への移行段階）に
おける児童・青少年の全体状況を読み返すことから始
めたい。
　
２　研究方法と手順
　手順としては、まず平成 20 年に纏めた『戦後日本
における社会福祉調査リスト＜暫定版＞データベー
ス』を基礎に書誌的調査を実施した。この『＜暫定版
＞データベース』は、以下の書誌的な社会福祉調査リ
ストならびに公開されている社会福祉調査リストを統
合し、NACSIS ならびに「大阪府立大学人間社会学部
社会福祉学科・図書室資料部不定期資料データ」、「東
京都社会福祉協議会福祉情報資料室旧蔵資料データ」
によって点検し、明らかに調査資料ではないものを削
除したものである。
　書誌的調査リスト（9,126 件、NACSIS ヒット率

28.3％）
　① 1945 〜 1966 年
　・社会福祉調査研究会『貧困・社会事業・社会福祉
　　・生活問題の調査文献仮目録（その１）』
　・池田敬正・土井洋一編『日本社会福祉総合年表』
　② 1966 〜 1991 年
　・東京都社会福祉協議会『社会福祉関係調査報告書

一覧』昭和 38 〜 41 年版、昭和 42 〜 52 年版、昭
和 53 〜 57 年版、昭和 58 〜 62 年版、昭和 63 〜
平成 3 年版

　公開されている社会福祉調査のリスト

　・神奈川県社会福祉協議会の調査資料データベース
（約 8,300 件）、

　・横浜市社会福祉協議会提供の調査資料データベー
ス（約 5,500 件）、鉄道弘済会提供の調査資料デー
タベース（約 3,500 件） 

　この基本的データベースの中から高度成長期におけ
る「児童関係調査」（約 5,000 件）を抽出し、さらに「児
童労働」「年少労働」「長期欠席」等のキーワードによ
り再抽出した。
　ついで 2012 年より、厚生労働省図書館、日本社会
事業大学図書館、大原社会問題研究所、東京大学教育
学部図書室、大阪府立大学図書館、大阪市立大学図書
館、東京都社会福祉協議会福祉情報資料室旧蔵資料、
内閣府調査資料データベース、独立行政法人労働政策
研究・研修機構労働図書館データベース、教育社会学
会『教育社会学研究』等において補足調査を行った。

３　児童にとっての「高度経済成長期」
　１）基礎的統計データからみる「高度経済成長期」
　分析の対象である「高度経済成長期」を措定するに
当たり、本課題に関連する国の基礎データから整理し
ておきたい。一般的に、戦後日本経済が飛躍的に成
長を遂げた時期は、1954 年（昭和 29 年）12 月から
1973 年（昭和 48 年）11 月のオイルショックまでの約
20 年間と言われているが、その間の児童・若者の教
育と労働に関する状況の変化を大雑把にまとめると、
以下の通りである。

　①　就学率の変化
　その間の教育状況の変化をみると、
高校進学率は、1954（昭和 29）年に 50.9％と５割を
超えて以来高まり、とくに 1958 年以降加速化した結
果、ついに 1974 年には 90.8％と９割を超えている。
　高度成長期に突入し、10 年余の間に、我国の教育
水準は、義務教育の前期中等教育から後期中等教育レ
ベルに移行した。
　②　高校普通科生の増大
  学科別生徒数の推移をみると、職業学科に所属する
生徒数は 1960 年代半ばをピークに減少する一方、普
通科に所属する生徒数は 1970 年代から 80 年代にか
けて急激に増加した。こうした高校生の普通科入学傾
向の高まりは、急速な生徒数の増加や高校進学率の上
昇に伴う量的拡大への対応によるものであったが、普
通科の生徒数はピークを迎えた 1990 年代以降も全生
徒数の 7 割を超える高い割合で推移しており、次第に
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普通科入学傾向が定着した。 に上回っており、求人倍率は 1970 年に 5.10 倍となる
など高水準にあったが、その後、80 年代終わりにか
けて求人数は大きく減少し、求人倍率も停滞した。 
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次第に普通科入学傾向が定着した。  

 3�  就職率の変化 

  1950 年代後半まで中学卒業生でも就職率は 4 割を超えていたが、その後、高等教育が急速に

＜図１＞進学率の推移 

注） 1 高等学校等への進学率：中学校卒業者のうち，高等学校本
科・別科，高等専門学校へ進学した者，就職進学した者（浪人は含
まない）の占める比率  
2 大学・短大等への進学率：大学学部，短期大学本科，国立養護
教諭養成所，国立工業教員養成所への入学者（浪人を含む）と高等
専門学校4年生の数を加えた数を3年前の中学校卒業者で除した比
率 
3 専修学校（専門課程）への入学率：高等学校の新規卒業者のう
ち専修学校専門課程へ入学した者の比率  
資料：文部科学省『学校基本調査』 
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浸透し、就職率は急速に低下した。そして 1980 年頃には落ち着きを見せ、あとは漸減状態が 

続いている。 

  また高校卒業生の就職率も、大学進学率の上昇もあ

って、早くも 1968 年頃をピークに、徐々に下降 

していく。また、高校新規学卒者の職業紹介状況を

みると、1970 年代�は�まて�は求人数か�求職者
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5.10 倍と�る�と�高水準にあったが、その後、80

年代終わりにかけて求人数は大きく減少し、求人倍

率も停滞した。  

 3�  産業構造の変化 

 国勢調査により産業別就業者数および構成割合の 

推移をみると、1950 年当時は第１次産業 39.8％、第 

２次産業 24.3％、第３次産業 35.8％であったが、そ

の後第１次産業は一貫して急速に減少し、第３次産業

は反対に増加し続けた。第２次産業をみると、実 

数は 1992 年に 2194 万人のピークを示しているが、 

構成比からみると 1973 年の 36.６％をピークにすで 

に縮小に転じている。我が国の高度経済成長期は、第２次産業の伸びが就業者を吸収していた

ことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ３ 戦後児童福祉調査の主題の変遷からみる「高度経済成長期」

 データベースに含まれる児童関係調査は 5000 件を数えているが、それらを年代別にソート

＊ 各年３月、就職進学率を含む。
資料：文部科学省『学校基本調査』 

＜図２＞中学・高校卒業者の就職率

＜表１＞産業（３部門別）15 歳以上就業者数の推移（全国） 

　③　就職率の変化
　1950 年代後半まで中学卒業生でも就職率は 4 割を
超えていたが、その後、高等教育が急速に浸透し、就
職率は急速に低下した。そして 1980 年頃には落ち着
きを見せ、あとは漸減状態が続いている。
  また高校卒業生の就職率も、大学進学率の上昇も
あって、早くも 1968 年頃をピークに、徐々に下降
していく。また、高校新規学卒者の職業紹介状況をみ
ると、1970 年代半ばまでは求人数が求職者数を大幅

　④　産業構造の変化
　国勢調査により産業別就業者数および構成割合の
推移をみると、1950 年当時は第１次産業 39.8％、第
２次産業 24.3％、第３次産業 35.8％であったが、その
後第１次産業は一貫して急速に減少し、第３次産業は
反対に増加し続けた。第２次産業をみると、実数は
1992 年に 2194 万人のピークを示しているが、構成比
からみると 1973 年の 36. ６％をピークにすでに縮小
に転じている。我が国の高度経済成長期は、第２次産
業の伸びが就業者を吸収していたことがわかる。

＜図１＞進学率の推移

＜図２＞中学・高校卒業者の就職率

　　＊　各年３月、就職進学率を含む。
　　　　資料：文部科学省『学校基本調査』

１）「分類不能の産業」を含む。　２）全年齢の有業者数。　３）全年齢の有業者数。軍人・軍属及び一部の外国人を除く。
４）14 歳以上就業者数。沖縄県の本土籍日本人及び外国人を除く。　５）沖縄県は 14 歳以上就業者数。
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・ 横浜市社会福祉協議会提供の調査資料データベース（約 5,500 件）、鉄道弘済会提供の

調査資料データベース(約 3,500 件)  

 この基本的データベースの中から高度成長期における「児童関係調査」（約 5,000 件）を抽

出し、さらに「児童労働」「年少労働」「長期欠席」等のキーワードにより再抽出した。 

 ついで 2012 年より、厚生労働省図書館、日本社会事業大学図書館、大原社会問題研究所、

東京大学教育学部図書室、大阪府立大学図書館、大阪市立大学図書館、東京都社会福祉協議会

福祉情報資料室旧蔵資料、内閣府調査資料データベース、独立行政法人労働政策研究・研修機

構労働図書館データベース、教育社会学会『教育社会学研究』等において補足調査を行った。 

２． 児童にとっての「高度経済成長期」 

 １）基礎的統計データからみる高度経済成長期 

 分析の対象である「高度経済成長期」を措定するに当たり、本課題に関連する国の基礎デー

タから整理しておきたい。一般的に、戦後日本経済が飛躍的に成長を遂げた時期は、1954 年（昭

和 29 年）12 月から 1973 年（昭和 48 年）11 月のオイルショックまでの約 20 年間と言われて

いるが、その間の児童・若者の教育と労働に関する状況の変化を大雑把にまとめると、以下の

通りである。 

 ① 就学率の変化 

 その間の教育状況の変化をみると、 

高校進学率は、1954（昭和 29）年に 50.9％ 

と５割を超えて以来高まり、とくに 1958

年以降加速化した結果、ついに 1974 年に

は 90.8％と９割を超えている。 

 高度成長期に突入し、10 年余の間に、我

国の教育水準は、義務教育の前期中等教育

から後期中等教育レベルに移行した。 

 2�  高校普通科生の増大 

  学科別生徒数の推移をみると、職業学科

に所�する生徒数は 1960 年代半は�を

��ークに�少する一�、普通科に所�す

る生 

徒数は 1970 年代から 80 年代にかけて急激に増加した。こうした高校生の普通科入学傾向の

高まりは、急速な生徒数の増加や高校進学

率の上昇に伴う量的拡大への対応によるも

のて�あったか�、普通科の生徒数は��

ークを迎えた 1990 年代以降も全生徒数の

7 割を超える高い割�て�推移しており、

次第に普通科入学傾向が定着した。  

 3�  就職率の変化 

  1950 年代後半まで中学卒業生でも就職率は 4 割を超えていたが、その後、高等教育が急速に

＜図１＞進学率の推移 

注） 1 高等学校等への進学率：中学校卒業者のうち，高等学校本
科・別科，高等専門学校へ進学した者，就職進学した者（浪人は含
まない）の占める比率  
2 大学・短大等への進学率：大学学部，短期大学本科，国立養護
教諭養成所，国立工業教員養成所への入学者（浪人を含む）と高等
専門学校4年生の数を加えた数を3年前の中学校卒業者で除した比
率 
3 専修学校（専門課程）への入学率：高等学校の新規卒業者のう
ち専修学校専門課程へ入学した者の比率  
資料：文部科学省『学校基本調査』 
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　２）戦後児童福祉調査の主題の変遷からみる「高度
経済成長期」
　データベースに含まれる児童関係調査は 5000 件を
数えているが、それらを年代別にソートし、特定のテー
マが初出する年をピックアップする作業を通じて、戦
後の児童福祉調査テーマの変遷について概観し、児童
福祉調査史からみた「高度成長期」の相対的特性を押
さえることにする。
　①　昭和 20 年代　
　まず児童福祉法制定前で目立つのは、浮浪児調査で
ある。戦後混乱期における要保護児童（浮浪児）の実
数と実態の把握は、ニーズ把握調査として緊急課題で
あったからに他ならないが、とりあえず保護児童の概
数を把握しようとするものが少しあるなかで、大阪市
社会部の実施した２つの浮浪児調査は秀逸である。混
乱期にも関わらず報告書の枠組みがしっかりし、＜浮
浪児＞イクオール＜戦災孤児＞ではないこと、すなわ
ち「崩壊家庭児童」であるという事実を指摘している。

S.21 浮浪児調査（大阪市社会部）
S.21 浮浪児の知能検査（大阪市社会部）
S.21 施設に収容中の各種保護児童数調査表　

　
　その後、戦直後の混乱期における喫緊の課題であっ
た浮浪児の把握に加えて、1947（昭和 22）年の児童
福祉法制定後は、新たに法律で規定された児童福祉施
設の収容児童に関する調査が開始する。また、児童相
談所の設置と児童福祉司の配置にともない、GHQ の
指導による「ケース調査」が実施されるようになった。
これは、児童福祉司による「児童のケースワーク事例
集」として継続するもので、当時の厳しい子どもたち
の生活実態を浮き彫りにするものであったが、いわゆ
る質的調査として位置づけられるより、主としてケー
スワークという個別支援技術の普及啓発の役割を担っ
ていた。
　また 1952（昭和 27）年以降は、占領期には政治的
に抑制されていた「混血児調査」が実施されている。
しかし、これらは基本的に要保護児童の所在と数を把
握するためのものであり、家庭状況等、保護以前の生
活問題までにはあまり深く踏み込んでいない。なお、
1948（昭和 23）年には保育所に関する現状把握のた
めの調査が始まるが、これも戦争未亡人等を中心とす
る母子・寡婦福祉対策として、取りえずの行政ニーズ
を測定するための保育事業所の所在と利用児童数を把
握するという色彩が強かった。
　このうち、1950（昭和 25）年 6 月 15 日現在で実施

された「全国要保護児童調査」は、層別任意抽出法に
より 1/10 抽出された市町村を対象とし、18 歳未満の
児童のうちア）適切な養護を欠く児童、イ）不良化児
童、ウ）いわゆる白痴、エ）肢体不自由児、オ）保育
所に入所する必要のあるもの等について調査したもの
である。調査の目的は「如何なる種類の要保護児童が、
全国を通じてどのくらいの数が存在しているかを知る
ためのもの」（同報告書 5 頁）としており、戦後の我
が国初の総合的な児童福祉調査であった。しかし、こ
こでは「児童・年少労働者」は含まれていない。「児童・
年少労働」者は、たとえ児童福祉の対象である 18 歳
未満であったとしても、長期欠席しないかぎり、義務
教育という「学校教育制度」からも、保護を要する障
がい児というカテゴリーからも枠外とされる存在で
あった。

S.23 全国孤児一斉調査（厚生省児童局）
S.23 要教護児童調査報告（厚生省児童局）
S.23 要保護児童調査結果の報告書（厚生省児童局）
S.23 保育所現況調査（厚生省児童局）/ 幼児預かり

所実態調査（厚生省児童局）
S.25 全国要保護児童調査（厚生省児童局）
S.25 全国保育所調（厚生省児童局）
S.27 養護施設入所の混血児調査  （厚生省児童局）
S.28 混血児実態調査（厚生省児童局）
S.29 宮城児相談所「児童相談ケースの取り扱い開始

に於けるワーカー対被援助者関係の研究」（ホ
リスの指導による論文）

　②　昭和 30 年代（高度経済成長期前期）
　昭和 30 年代の児童福祉調査の特徴は、「貧困地区調
査」と「非行調査」である。両者は特に大都市部にお
いては交差する形で実施されている。
　調査手法としては、特に大阪市では昭和 27 年頃か
ら「社会問題地図」づくりが盛んに行われている。児
童福祉分野においては大阪市社協がこの手法を用いて
特定地区の連続調査を実施しているほか、1953（昭和
28）年に最高裁判所事務総局が実施した「東京都にお
ける非行少年の生態学的研究」は、東京都家庭裁判所
の少年係調査官を総動員して実施した非行少年の分布
調査であり、アメリカのシカゴ調査と比較したマッピ
ング調査の手法をとっている。貧困問題を不良住宅地
区等の特定地域問題として把握する手法は、戦前から
引き継ぐものであったが、児童の「非行問題」を「地
域の貧困問題」との関連で捉えようとしていたことが
分かる。
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　なお、昭和 30 年代は青少年の非行問題が顕在化し
た時期であった。少年非行の動向（人口 1,000 人当た
りの成人・少年別刑法犯検挙人員）を見ると、戦後は
1951（昭和 26）年、1964（昭和 39）年、1983（昭和
58）年をそれぞれピークとする三つの波がある。平成
元年の『犯罪白書』では「戦前の（昭和）19 年前後
の少年非行の増加は、戦時体制下の社会全体の不況、
貧困などを背景とするものであり、（昭和）20 年代の
非行の増加は，敗戦による社会秩序の乱れ、経済的困
窮、家族生活の崩壊などの社会的混乱を背景とするも
のであり、（昭和）30 年代から（昭和）40 年代の非行
の増加は、戦中・戦後の困難な時代に成長期を過ごし
た 10 代後半の少年人口の増加や我が国経済の高度成
長過程における工業化、都市化等の急激な社会変動に
伴う社会的葛藤等の増大などを背景とするもの」と解
釈されている。
   増加する青少年犯罪の状況を受けて「青少年問題
対策協議会」が閣議決定に基づいて設置されたのは
1949（昭和 24）年であるが、当時は余り具体的な政
策は取られず、その後、1953（昭和 28）年に青少年
問題協議会設置法が制定され、1960（昭和 35）年か
ら「青少年問題（対策）モデル地区計画」が作られる
ことになった。それは、主として少年非行が多く発生
する地区、あるいは非行少年の多く居住する地域を全
国から 56 か所選定して、その地域内における非行の
原因、非行防止ないしは非行少年の補導等の方策につ
いて、関係機関・団体・有志者等が協力して調査究明
しようという計画であったため、これ以降それに関連
する調査が進められている。

S.31 最高裁判所事務総局「東京都における非行少年
の生態学的研究」

S.31 大阪市社協「西川佃校下における児童の生活実
態調査報告」

S.32 日本社会事業大学「貧困児童の生活実態」（小
川利夫）

S.38 神戸児相「児童相談所の現況と問題点～Ｌ中学
校における集団非行について～」集団非行の事
例研究

　③　 昭和 40 年代　（高度経済成長期後期）
　1963（昭和 38）年５月の『児童福祉白書』において、
厚生省は「現代の児童は危機的状況である」と記述し
た。昭和 40 年代は高度経済成長の本格化とともに、
児童福祉課題の表れ方が＜家庭＞と＜地域＞を巡って
多様化してきた時期である。

　なお、児童家庭局による「全国家庭児童調査」は、
黒木利克が児童局長を勤めた 1963（昭和 38）年度に
始まり、翌年度から５年ごとに定例的に実施されてい
る基本調査である。翌 1964 （昭和 39）年には、厚生
省児童局が児童家庭局へと名称変更したが、これは児
童の健全育成については、単に児童のみならず家庭そ
のものを施策の対象とすべきであるという考えのもと
に実施されたもので、児童福祉行政の視点の転換点で
あると言える。
  なお、「全国家庭児童調査」は、1969（昭和 44）年
の第３回調査において、その序に「児童のいる共稼ぎ
世帯に関する統計表は、従来の調査では得られなかっ
た貴重なものであるので、大いに参考資料として活用
していただきたい」と特記されている。
　　○社会保障制度構築に向けての調査
　まず厚生省は、従来の施設収容児童の調査といった
枠を超えて一般家庭を対象とする「家庭児童調査」が
実施するようになった。本調査は、我が国の社会保障
制度を構築する上で基本となる「標準生計費調査」や
児童手当制度の基礎となる「児童養育費調査」とパラ
レルの関係に位置するものである。この時期の関心
は、中鉢正美を中心とする社会保障研究所グループら
に代表されるように、研究者も家族の労働を含めた生
活ニーズ把握のための調査を実施するなど、産業構造
の変化に伴う、児童の生活基盤や家族周期の変化を総
合的に捉えようとする調査を実施している。その関心
の所在は「戦後の経済成長に伴って、生涯のにわたる
ライフ・サイクルを核家族として送らねばならない世
帯が大量に出現してくるという認識にたって、そうし
た世帯内における児童ならびに老齢者への世代間扶養
の問題を、その時期における社会保障制度の整備状況
との関連で、家族周期の視点から解明しようとするも
の」⑪であった。
　児童手当は、児童を育てる保護者に対して主に行政
から支給される手当のことで、日本では昭和 47 年か
ら開始されたが、制度実施に向けての基礎調査は、昭
和 40 年代に本格化している。なお、学費、教育費負
担に関する調査は文部省が所管することとなったが、
縦割り行政により、児童に関する教育費が学校教育費
に矮小化される背景となった。

S.24 家族手当現況調査
S.38 ～　厚生省「家庭児童調査」
S.38 生活科学調査会「田浦児童福祉基礎調査」（一

番ヶ瀬、ほか）
S.39 厚生大臣官房「児童（家族）手当制度基礎調査」
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S.40 社会保障研究所（中鉢）「家計と家族構成児童
の養育との関連に関する研究」

S.41 社会保障研究所（中鉢）「家族周期と生活構造
に関する研究、調査」

S.43 社会保障研究所（中鉢）「児童養育費調査」
S.42 厚生大臣官房「児童（家族）手当制度基礎調査」
S.44 東京都「東京都児童手当制度基礎調査」

　　　○経済成長の影
　 その一方、この時期には２つのタイプの「貧困地
域児童調査」が実施されている。1969（昭和 44）年
の筑豊「産炭地域」と 1970（昭和 45）年の大阪「あ
いりん地区」等の貧困地区における児童調査である。
筑豊地域の調査は、高度経済成長が本格化する中で、
政府によって石炭から石油へのエネルギー転換政策が
進められ、1960 年前後、産炭地域である福岡県のさ
らに中小炭鉱が多かった筑豊地域において大量の失業
者が生じ、社会問題化したことを背景としている。
　「あいりん地区」は逆に、戦前から日雇い労働者が
集住する地域であったが、高度経済成長期には当該地
における「不就学児童／長期欠席児童」問題が表面化
している。

S.40 大阪市「大阪市における児童福祉問題の分布と
対策」（福祉問題と社会資源）

S.42 東京都民生局「家庭生活と地域環境に関する調
査」（福武、那須、森岡）

S.44 福岡県社協「産炭地域児童調査（筑豊地域）」
S.45 大阪民生局「あいりん地区児童・生徒の生活・

環境調査」
S.46 東京都台東区社協「新聞少年実態調査」
S.47 大阪市民生局「愛隣地区勤労青少年の生活実態」

　○保育調査の分離（子育て環境としての家族の変化）
　保育問題は、昭和 20 年代は貧困問題と直結してお
り、養護児童等と同じ＜要保護児童＞の範疇から捉え
た保育調査であった。しかし、昭和 30 年代には共働
き世帯の急速な増加を背景とした都市部の保育ニーズ
の高まりとともに独立した＜要保育児童＞として貧困
調査から次第に分離していった。また、それと同時に
保育ニーズに対応できていない部分の「無認可保育所
/ 未認可保育所」の調査や、長時間保育に関する調査、
都市部だけでなく過疎地等における調査が実施されて
いる。

S.38 北海道社協「地域保育所の実態」
 大田区保育所づくり協議会「子どもをとりまく

くらし」
S.42 東京都養育院「全国要保育児童等実態調査」
S.42 東京都社協「無認可保育所と保護者の現状」
S.44 厚生科学研究「関東 5 県における長時間保育

の実態調査」
S.44 兵庫県社協「過疎地域の保育所実態調査」
S.44 文京区における乳幼児の養育状況と要保育児童

の実態調査（都政調査会）
S.45 横浜市「無認可保育所～横浜市におけるその実

態」
 葛飾区社協「未認可保育所の現状」
S.46 全社協保育協議会「子どもの生活実態調査」（6

都県比較）

　
  1962（昭和 37）年に、東京に「学童保育連絡協議会」
が結成され、昭和 38 〜 40 年に「鍵っ子」という言葉
が流行した。こういった状況を背景として留守家庭児
童に関する調査が数多く実施されるようになった。

S.39 京都市「京都市における留守家庭児童の現状」
 東京都「留守家庭児童生徒調査報告書」
S.41 総理府（都立大・日本女子大委託）「留守家庭

調査」
S.41 山形県社協「留守家庭児童実態調査
S.42 岩手社協「留守家庭児童、保育に欠ける児童の

実態」（鍵っ子）
S.43 総理府「かぎっ子の実態と対策に関する研究」
S.43 埼玉県社協「留守家庭児童、保育に欠ける児童

の実態」
 京都市社協「留守家庭児童、保育に欠ける児童

の実態」

　
  ○養育環境としての地域の変化
　児童福祉法には、昭和 22 年の制定当時から児童館
ならびに児童遊園等のいわゆる児童厚生施設も含まれ
ていたが、施策として実質化したのは都市化と交通事
故の増大により、遊び場の確保が問題視されるように
なってからである。昭和 40 年代には、母親クラブと
の連携により社会福祉協議会が児童環境・遊び場調査
が始めている。

S.38 日本女子大「大都市周辺地域における児童環境
調査」

S.40 全社協「子供の遊び場充足状況調査」
S.41 京都社協「児童遊（公）園等調査」
 秋田県社協「子供の遊び場実態調査（遊び場増

設運動）」
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 愛媛県社協「子供の遊び場実態調査」
S.41 全社協「都市における子供の遊び場点検運動と

設置計画に関する調査報告」
S.42 全社協「園児を交通事故から守る通園路、点検

運動の運動結果」
S.45 京都市社協「子どもの遊びと交通事故の実態調

査」
S.46 神奈川県社協「子どもの遊びと生活環境に関す

る調査（１）（２）」
S.48 東京都社協「子どもの成長を支える地域づくり

と児童館の役割」
S.48 神奈川県社協「都市地域における児童の生活空

間」

　
　「子ども会」は、母親クラブと併せて地域における
健全育成を推進するための地域組織として作られたも
のであるが、社会教育団体として活動しているため社
会福祉協議会との繋がりが希薄な地域が多く、本デー
タベースには調査報告書があまり含まれていない。

S.34-40 静岡県・県子連「子ども会の実情」
S.40 群馬県「県内子ども会の実態」
S.41 「都道府県子供会活動状況調査」
S.41 北星学園大（三吉）「山部の子ども会～空知」
 小平市「子供会実態調査」

　
　さらに高度経済成長期における、児童の生活環境に
大きな影響を及ぼしたのは、交通事故の増大であった。
このデータベースにおいては、交通事故被害者として
の障がい児や傷病時児等、健康関連調査は除外されて
いるが、交通事故により家族を失った「交通遺児調査」
は、福祉課題として取り込まれているが、1969（昭和
44）年以降、各地の社会福祉協議会で定例化している
ことがわかる。

S.44 名古屋市民局「交通遺児実態調査」
 神戸市社協「事故家庭遺児実態調査」
S.45 福島県社協「事故家庭遺児実態調査」
 滋賀県社協「事故家庭遺児実態調査」
 神奈川県社協「事故家庭遺児実態調査」

　　
　④　昭和 50 年代以降（高度経済成長期後）
　1970 年代中盤（昭和 50 年代）以降、は、40 年代に
ほぼ出そろった感のある各領域別の児童福祉調査が定
着し、それぞれの機関や組織が膨大な調査報告をだす
ことがルーティーン化してくる時期として捉えられ
る。また、全体として生活実態調査よりも意識調査が

増えている傾向が見られる。
　とくに 1979（昭和 54）年は「国際児童年」であり、
国連の児童権利宣言を大々的に啓発した年であったこ
とが影響し、多くの社会福祉協議会が、子どもあるい
は保護者に対して「生活意識」や「価値観」などを問
う意識調査にとり組んだ。
　こどもの権利条約における「子どもの意見表明権」
と関連して評価すれば、子どもの視点にたった一種の
当事者調査としても受け取れるが、より積極的に「意
見表明権」について言われるようになるのは 1994（平
成 6）年の当条約批准の時期であり、当時はむしろ、
調査主体である社協が、従来の地域における生活環境
や福祉実践の改善・改革志向から、次第にボランティ
ア養成・福祉教育へと機能転換していく徴候のように
解釈できるかもしれない。

S.53 広島市社協「子どものねがいを聞く調査」/「親
の思いを知る調査」

 兵庫県社協「子どもの意識アンケート調査」
 岩手県社協「子どもの生活と意識調査」
 東京都「大都市高校生の心理的特徴と生活環境」
 静岡県「中学生の生活意識と行動に関する調査」
S.54 兵庫県社協「親たちの子育て観調査報告」
 東京都「大都市における児童・生徒の生活・価

値観に関する調査」
 （第 1 回東京都子ども基本調査報告書）
S.55 奈良県社協「児童の生活意識実態調査報告書」

国際児童記念事業
S.58 調布市社協「親の子に対する養育態度調査報告」

　また、高度成長期後は、従来「長期欠席児童」と捉
えられたものが次第に「登校拒否」へ、さらに平成に
入ってからは「不登校」へと問題認識の視点が明らか
に変わっている。当問題に関する調査は主として文科
省・教育委員会で実施されたものが多いが、福祉サイ
ドからの調査は若干趣きを異にしており、貧困問題や
非行問題など学校制度への不適応問題としてだけでは
なく、管理教育体制への不適合として当事者としての
児童の＜気持ち＞を取り入れた調査や、相談機関とし
ての対応のあり方などの視点から取り上げられている
ものもあり、それまでの経済成長を支えていた学校教
育体制そのものも綻びの露呈ともみえる。

S.45 静岡県社協「長期欠席児調査」
S.48 埼玉県社協「長期欠席児童・生徒調査」
S.53 全国虚弱児施設協「虚弱児施設における登校拒

否児童の実態調査」
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S.61 岡山県情緒障害児連絡協「登校拒否～追跡調査
から～」

S.64 東京シューレ「登校拒否の子どもによる登校拒
否アンケート」

H.2 東京都児童相談所「不登校児に対する相談機関
の対応」

H.3 厚生省「不登校児童を入所させる無認可施設調
査結果」

　なお、1980（昭和 55）年頃から、「児童虐待」がクロー
ズアップされるようになった。1979（昭和 54）年に
全国養護施設協議会が実施した「養護施設児童の人権
に関する調査」において、施設入所児童の約３割が「被
虐待体験」を有することを明らかにしたことを端緒と
し、その後、被虐待児童に関する調査が開始されてい
る。

S.54 全国養護施設協議会「養護施設児童の人権に関
する調査」

S.58 日本児童問題調査会「児童虐待～昭和 58 年度
全国児童相談所における家庭内児童虐待調査を
中心として」

S.59 全国児童相談所長会「養護児童調査」
S.60 全国養護施設協議会「第 2 回養護施設児童の

人権侵害状況調査」
H.1 全国児童相談所長会「子どもの人権侵害例の調

査及び子どもの人権擁護のための児童相談所の
役割についての意見調査」

H.6 全国養護施設協議会調査研究部 / 子どもの虐待
防止センター等「全国養護施設に入所してきた
被虐待児童とその親に関する研究報告書」

４　高度経済成長期における「児童労働・年少労働調
査」
　高度経済成長期における児童の教育と労働を素描す
るための、もう一つの補助線である「児童労働・年少
労働」関連の調査について概要を押さえることにする。
　今回、書誌的に収集整理した調査の一覧は、文末に
示す＜資料１＞の通りで、対象調査数は 157 件であっ
た。これらの調査を年次別に細項目別にみると＜表２
＞のようであった。
　①　新制度適応時期における労働児童調査
　まず、1950（昭和 25）年頃までにおいて特徴的な
のは、人身売買や不当労働慣行に関する調査と、農村・
漁村における児童労働調査である。
　1948（昭和 23）年 12 月に栃木県における戦災孤児

の人身売買事件が新聞に取り上げられたことをきっか
けに、拘束を伴う雇用の問題として児童労働が表面化
した。労働省婦人少年局では 1948 年〜 51 年の間に「い
わゆる人身売買」に関する調査を３回実施し、それら
の調査結果は「年少者の特殊雇用慣行—いわゆる人身
売買の実態」としてまとめられている。
　これらは、1947（昭和 22）年に制定された「労働
基準法」並びに「児童福祉法」の実施に当たって、児
童の人権問題に社会的関心が高まっていたことが背景
としてあげられる。また、「サーカスの年少労働者」「街
頭に働く年少者」「靴磨き・新聞配達・納豆売り」等
に関する調査は、児童福祉法へと統合された戦前の児
童虐待防止法（1933 年）の規定が概念的に踏襲され
ていたためと考えられる。戦前は、尋常小学校を卒業
した時点で就労する子ども達は少なく無かったが、当
時の（旧）児童虐待防止法において保護の対象となっ
た労働児童は、14 歳以下で「不具畸形」の児童を観
覧に供する行為、「乞食」、軽業、曲馬、辻占売、角兵
衛獅子、道路において物品を販売する業務や諸芸を演
ずる業務等の「街頭に働く年少者」と、芸妓酌婦等の
酒間のあっせんをなす業務とされていたからである。
　②　貧困調査としての児童労働と教育
　他方、農村・漁村における児童労働調査は、籠山京
ら北海道大学教育学部のグループや小川太郎等、主と
して当時創立したばかりの「教育社会学会」に関わる
研究者により実施されている。その後、1950 年から
総理府の青少年問題協議会の事業として「長期欠席児
童調査」として踏襲されていった。
　この一群の研究的関心は、学校への出席奨励の方策
を探るという視点よりはむしろ、農山漁村の貧困問題
として、さらに「今日の学校教育が、今日の社会にお
いてある特定の階層にだけ対応していること」に問題
性を見いだしていた。
　籠山は、「漁村における児童労働と学校教育の関係
に関する一研究」という論文で、エンゲルスやペスタ
ロッチ、マルクス等の初期の思想家の主張を引いて、
英国の産業革命期における児童労働の惨害のなかから

「救い上げる」手段として教育制度が生まれたこと、
しかし次第に「教育は労働の反対物ではなくて労働の
生産性を向上し、より効率化するための方法となり」、

「労働のための教育」として考えられるに至ったこと
を押さえた。そして、将来の教育は「社会的生産を増
大するための一方法としてのみならず、全面的に発達
した人間を生産するための唯一の方法」として、特定
の年齢以上のすべての児童のために「生産労働を知育
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及び体育と結びつける」ことが理想であるが、それは
決して容易ではない。また急いで両者を結びつけるこ
とは危険も伴う。したがって、少々迂遠ではあるが、
一人の児童が毎日の生活の中で体験する「労働と教育
の背反する関係」について、実態調査により明らかに
するという思考であった。
　この視点にたって「いか釣り漁村」の児童労働実態
調査を実施した結果、漁業に従事している児童の成績
が必ずしも全面的に悪いものではなく、むしろ労働
児童の優れている科目もあること、IQ は階層間に差
が無いこと等を実証し、結論として学校教育が特定の
階層にだけ対応していることの問題性を指摘したので
あった。
　人身売買や不当労働慣行に関する調査と、農村・漁
村における児童労働調査、いずれにしても、新憲法下
における児童福祉法・労働基準法・教育基本法・学校
教育法等の新制度への適応段階における調査であると
言える。それは、同時に、14 歳以下の児童の労働界
からの原則的排除が浸透する時期であった。

この部門は比較的女子年少者が多く働いていること、
重要産業であること、比較的伝統の新しい近代産業で
あること、それに近来の経済的変動の影響を著しくう
けたこと、なおそれにこの部門を含む電気および通信
機械器具製造部門の労働組織が比較的高度であること
などによって、同じく年少労働者の多い部門である繊
維工業などと比べて、類似な点もみられるが同時に差
異も見られて、年少労働事情を把握するのに好都合」
であると述べられている。
　その後取り上げられた業種は、「金属及び機械器具
製造業」「造船業」「炭鉱」「製造業」であった。
　なお、1958（昭和 33）年以降になると、「物品販売
業」「印刷・製本業」「蚕糸業」、1960 年代になると「ラ
ジオ・テレビ出演児童・生徒」「ゴルフ・キャディー」
と展開していくことになる。
　④　勤労青少年の教育状況調査
　労働児童・年少労働者の調査は、就労形態や労働環
境、職能へ焦点を当てたものと併せて、教育対象とし
て児童を捉えた調査が実施されている。その典型は、

「夜間中学校に学びながら働く年少者」等の調査であ
り、これは、本来ならばあるべきではない義務教育制
度から漏れた生徒に対する変則的な教育現場の実態に
ついての調査であった。
　さらに「勤労青少年教育」等、定時制高校等で働き
ながら学ぶ児童等へ焦点を合わせた一群が存する。こ
れらは、勤労青少年の生涯学習の状況調査であるとと
もに、その後の後期中等教育（高等学校等）の整備に
向けての需要調査の意味があった。
　５）職業適応・職業移動・成長過程
　児童にとって「労働」は、稼得という意味だけでな
く、成人へ向けての成長を促進する意味と、職業人と
しての成長（キャリア）を促進するという二つの教育
的意義を有するものと捉えられている。
　この観点からの調査が、「職業移動調査」や「中学
校卒業就業者の成長過程に関する調査」等々である。
当初は、中卒者の離職率が高いことについての実態調
査が主であったが、国立教育研究所と雇用促進事業団
の共同により、1970 年代までかなり大がかりな追跡
調査を実施していることは意義が大きいといえよう。
　成長過程の調査を展開した形態として、児童・若者
の生活意識及び生活設計についての調査が、1960 年
頃と 1970 年頃の２つの山で出てくる。これは、学歴
志向が中卒から高卒へ、さらに高卒から大卒へと転換
し始めた頃と呼応しているようにみえる。

　③　中卒者の工業労働者化の時期における調査
　1950 年以降になると「臨時工」の調査、さらに
1955 年以降、高度経済成長期に入ると、主として第
２次産業分野における業種・業態別の雇用状況・労働
条件・労働環境調査が増えてくる。
　ちなみに「電球および真空管製造業に働く年少者の
余暇生活」（1950）は、これらの調査の先駆けであるが、
調査対象としてこの業種が選ばれた理由は「要するに
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５　小括
　以上、「児童にとっての高度成長期」「児童調査史と
しての高度成長期」の相対的特徴をふまえ、高度成長
期における大雑把な児童労働・年少労働調査の動向に
ついてまとめた。
　次稿では、特徴的な調査事例等をもとに、何が表象
されたかを中心に分析をすすめることとしたい。

【脚注】
１）本研究に先立ち、平成 17 〜 19 年度科学研究補助

金『戦後日本における社会福祉調査の展開と現局
面—調査技術の蓄積と福祉対象像の系譜—』にお
いて、児童福祉関連の約 5000 ケースにおよぶ「児
童福祉調査データベース」（暫定板）を作成した。

「戦後日本における児童福祉調査の展開〜児童調
査の主体と家庭児童調査の視座〜」（2008）

２）児童労働とは、義務教育年齢以下で働く子どもた
ちをさし、年少労働とは、義務教育年齢終了以降
25 歳以下で働く児童・青少年をいう。

３）「若者」とは、厚生労働省の定義によると、若年
無業者のことをさし「15 〜 34 歳の非労働力人口
のうち、通学、家事を行っていない者」である。
また、宮本みち子は 1970 年以降、青年期から成
人期への移行の長期化にともない、親への依存・
半依存という特徴的な時期という意味で「ポスト
青年期」という用語を使用している。

４）下田平裕身（1973）「貧困・生活研究の方法に関
するノート「社会階層論」的接近をめぐって」日
本労働協会雑誌 No.180、５月

５）「フリーター」は、1980 年代後半のバブル経済期の
人手不足を背景とするフリーのアルバイターの登
場により生まれた造語である。当時は高給のアル
バイトも多く希望すれば正規就労の可能性もあっ
たことから、「新しい雇用形態」として受け取られ
ていたが、1993 年以降は、企業の新卒の採用の抑
制や労働力の非正規雇用への置き換えにより、フ
リーター＝不安定就労の構図が定着している。
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勁草書房

７）我が国において青年期の長期化とその質的変化に
ついて指摘したのは、小此木啓吾であった。（1977）

『モラトリアム人間の時代』中公新書
８）石岡学（2011）『「教育」としての職業指導の成立』

勁草書房
９）石岡学（2011）、2-3 頁
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